
 

令和８年１月吉日 

 

こもれび南ヶ丘町内会の皆様へ 

 

 

（再周知） 町内会の運用ルールについて 

 

 

日頃より大変お世話になっております。 

こもれび南ヶ丘町内会は 1 丁目 1 班から 6 丁目 10 班までの計 33 班で構成されてお

り、毎年各班より班長と役員を選定していただき町内会活動を行っております。 

 

班長は必ず 1 名の選定、役員は該当する班で 1名選定していただいております。 

令和 6 年度こもれび南ヶ丘町内会 総会冊子 15 ページに掲載されておりますとお

り、選定方法が変更になっておりますので以下、ご確認ください。 

 

（変更前） 

各班のルールで班長と役員を選定していた。 

入居順など班ごとで様々なルールがあり、次期の班長と役員選定の際にかなり 

苦労しておりました。 

 

（変更後） 

 現在の班長の隣の方を新班長、新班長の隣の方を新役員として選定すること。

（隣の概念：右回りか左回りかは各班で決定していただく） 

 

令和７年度こもれび南ヶ丘町内会の新班長と新役員は変更後の選定方法にて対応し

ていただくように現在の班長にお願いをしております。 

皆様のご理解とご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

 

こもれび南ヶ丘町内会 

会長 星川 英昭 

回覧 


